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経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

平生町商工会（法人番号 ３２５０００５００６８８１ ） 

平生町（地方公共団体コード ３５３４４２） 

実施期間 令和６年４月１日 ～ 令和１１年３月３１日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

① 経営課題の抽出による事業継続力の強化・支援 

② 地域資源や事業所の開発力の強みを活かした商品の販路開拓支援 

③ 円滑な事業承継ときめ細かな創業支援 

④ 事業者が抱える課題に対する商工会職員の経営力再構築伴走支援能

力の向上 

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

1. 地域経済動向調査に関すること 

・地域経済分析システム「RESAS」の活用 

2. 需要動向調査に関すること 

・地域イベント開催時の顧客アンケートの実施 

3. 経営状況の分析に関すること 

・経営分析セミナーの開催 

・「ローカルベンチマーク」、「経営デザインシート」等による経営分析の 

実施 

4. 事業計画の策定支援 

・ＤＸ推進セミナー開催およびＩＴ専門家の派遣 

・事業計画策定セミナーの開催 

5. 事業計画後の実施支援 

・経営力再構築伴走支援モデルフレームワークにおけるフォローアップ 

の実施 

6. 新たな需要開拓支援 

・展示相談会および物産展への出展支援の実施 

・SNS活用支援の実施 

連絡先 

平生町商工会 

〒742-1102 山口県熊毛郡平生町大字平生村１７８番地 

TEL : 0820-56-2245   FAX : 0820-56-3051 

 E-mail : hiraochou@yamaguchi-shokokai.or.jp 

平生町役場 産業課 

〒742-1101 山口県熊毛郡平生町大字平生町２１０番地の１ 

TEL : 0820-56-7117   FAX : 0820-56-7123 

E-mail : shoko@town.hirao.lg.jp 
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●商業・サービス業 

商業は、平成初期の大規模小売店の町内への出店ラッシュにより、買回り品中心の個人商

店の廃業の加速が進んだ。飲食業は、元来交通インフラの脆弱な地域であるため、ロードサイ

ド型の小規模店舗中心で数店舗存在していたが、飲食チェーン店の急速な普及、経営者の高齢

化による廃業により小規模店舗は減少の一途である。サービス業においても比較的理美容業多

い地域であったが、新規開業と同じペースで経営者の高齢化による廃業が続いている。そのた

め個人商店などの経営基盤の強化、ICT 化の推進、消費者のニーズの把握、小規模事業者の後

継者対策が急務である。 

●観光業 

平生町が位置する室津半島の長靴のような地形、平生町の持つ豊かな自然と気候がイタリア

を想像させることから、平成 30 年度に「イタリアーノひらお」宣言を行い、たくさんの地域

資源を活用しながらイタリアをテーマとしたまちづくりを進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤第５次平生町総合計画（令和３年度～令和１２年度）から引用 

基本目標１ 魅力と活気あふれるまちづくり 【産業・観光・移住定住】 

基本目標２ ひとが輝くまちづくり 【子育て・教育】 

基本目標３ 生涯安心なまちづくり 【福祉・医療・健康】 

基本目標４ 安全で快適に暮らせるまちづくり 【防災・防犯・環境・都市基盤】 

基本目標５ 未来へつなぐまちづくり 【行財政・協働】 

 

施策 01-01：農林業の活性化 

施策に関する基本的方向（目指す姿）  

本町の特色である環境保全型農業と温暖な地域特性を活かした高収益な作物の振興を行い

ます。 農地の保全については、日本型直接支払制度に取り組んでいる集落への支援を行いま

す。また就農環境が整備され、新規就農希望者が就農しやすいまちを目指します。 林業につ

いては、森林の多面的機能が発揮できる森林整備を行います。 

 

施策 01-02：水産業の活性化 

施策に関する基本的方向（目指す姿） 

 漁業者の安定的な経営が実現され、安心して漁業活動ができるまちを目指します。 

 

施策 01-03：商工業の活性化 

施策に関する基本的方向（目指す姿） 

 事業継続のための後継者が育成され、町内事業者の経営基盤が強化されることで、経営の

安定化と地域経済の活性化を目指します。 あわせて、新たな企業の参入や地元企業の規模が

拡大し、町内での新規創業がされるなど、地域の活力と魅力に満ちたにぎわいのあるまちを目

指します。 
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商業環境の経営基盤強化【総合戦略】 

商工業振興の中核的役割を担うための、商工会の職員の育成による、支援能力の向上、経

営相談体制を強化し、小規模事業者などへの支援活動を促進します。 商工会との連携により、

経営基盤の強化と町内企業の魅力を町内外に発信する取組みを推進します。金融機関と連携

し、各種支援制度の周知を図り活用を促します。また、国や県、産業関係団体と連携し、各種

制度が活用しやすい環境づくりによる経営の安定化、技術開発の参考となる先進事例の情報共

有、事業継続につながる経営相談などに取り組みます。 

 

施策 01-04：観光の活性化 

施策に関する基本的方向（目指す姿）  

「イタリアーノひらお」ブランドの価値が高まり、地域における活動が活性化され、訪れる

観光客の満足度が高まり、「また訪れたくなる」観光地を目指します。 また、近隣市町と連携

し、周遊性を高めた地域全体での観光振興が実現されたまちを目指します。 

「イタリアーノひらお推進事業」の展開と戦略的な観光情報の発信【総合戦略】 

「イタリアーノひらお」の知名度向上施策を通じて、オリーブや モンを活用した特産品開

発や新たな魅力づくりを行います。「イタリアーノひらお」ブランドの魅力を高める取組みを

進めるとともに、本町の特性を活かしたイベントなどの開催により、官民一体となった取組み

を進めます 観光アプリの活用を含め、ICT を活用した情報発信を行い、時代に即した新たな

観光集客を行います。また、情報を掲載し、地域独自の魅力の発信を行います 

 

（２）課題 

事業承継について 

平生町内の人口は減少傾向にあり、高齢化率は 34.7%と全国(28.6%)、県平均(34.6%)を上

回っている。町内事業所においても経営者の高齢化が進行しており、経営力の向上と将来を見

据えた円滑な事業承継を行うことが課題である。 

経営基盤の強化について 

大規模小売店の増床や飲食チェーンの出店、町外への流出による人口減等により経営資源

の乏しい小規模事業者は苦境に立たされている。そのような小規模事業者をサポートするため

に経営力の強化や販路開拓等の支援を行い、継続的に支援を行っていくことが課題である。 

 

特産品・ブランド品開発について 

現在平生町は、「イタリアーノひらお」による「オリーブ」や「レモン」といった新規農産

物の特産品化に動いている。また温暖な気候を利用した農作物、瀬戸内海沿岸で漁獲される海

産物等、絶対数量は少ないが特産品化が可能な産物がある。それらを利用した新たな特産品開

発、地域資源を活かした特産品、ブランド品開発によって観光客需要や新規顧客を取り込むこ

とが課題である。 

 

販売促進の強化について 

商品開発力魅力ある自社商品を展示会・商談会への出展や自社ホームページ、SNS 等を利

用して町内外へ積極的に発信している事業所が少ない。IT を使った販路開拓や各種関係団体

が主催する展示会への出展を促し販売力を強化していくことが課題である。 

 

【２】小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

当会は地域とともに歩み、町内の小規模事業者の様々な経営課題の解決に向けて伴走型支援

を行っていく。企業が元気になることで地域の活力を高め平生町の発展に結び付くことが使命

と考える。 

小規模事業者を取り巻く環境は、経営者の高齢化や後継者不足、人手不足など様々な問題に

直面し今後も厳しくなることが予想される。平生町が策定した第５次平生町町総合計画の基本
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目標１「魅力と活気あふれるまちづくり」とあり、その計画の中で「商工会との連携により、

経営基盤の強化と町内企業の魅力を町内外に発信する取組みを推進します。」と記載されてい

る。 

平生町の総合計画の趣旨に沿った形で、当会においては、小規模事業者の収益力の向上、日々

変化する環境へ対応できるようになるための伴走型の支援を行い経営力の向上を図っていく。

また、第１期経営発達支援計画の取り組みにおける反省点を踏まえ、事業計画策定や計画策定

後のフォローアップなど持続的発展に資する伴走型支援の強化によって持続可能な産業の発

展を図っていく。 

 

【３】経営発達支援事業の目標 

平生町の現状と課題、小規模事業者に対する長期的な振興のあり方を踏まえ、今後５年間に

おける目標を以下の通りとする。 

 

① 経営課題の抽出による事業継続力の強化・支援 

経営課題を抽出し、その課題の解決のために経営者に寄り添い改善に向けた経営計画策定支

援を行い、持続的な事業の発展と雇用の確保に向けた伴走型支援を実施していく。 

 

② 地域資源や事業所の開発力の強みを活かした商品の販路開拓支援 

地域資源や事業所独自の開発力強みを活かした商品の販路開拓支援を行い、収益力の向上を

図る。その際には、展示会や物産展、商談会への出展支援及び情報提供を行っていく。また、

IT を駆使したホームページ作成支援や SNS 活用などの IT 支援を行っていく。 

 

③ 円滑な事業承継ときめ細かな創業支援 

山口県事業承継・引継ぎ支援センターをはじめとした各種関係機関と連携し、情報の共有や

提供等による事業承継支援を行うことで第三者承継を含めた円滑な事業承継を進めていく。ま

た、創業支援に関しては、創業者の掘り起こしと情報提供、平生町との起業化支援の連携を行

うことで町内創業者数を増加させていく。 

 

④ 事業者が抱える課題に対する商工会職員の経営力再構築伴走支援能力の向上 

近年多様化する支援ニーズに対応できるように山口県や山口県商工会連合会等が主催する

研修会やセミナー等へ商工会職員を積極的に派遣し、その内容を職員間で共有することによっ

て、職員全体のレベルアップの一助とし、個々の支援能力向上を図ることで事業者の成長と事

業継続に向けた支援を実施する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

２.経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和６年４月１日～令和１１年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

①経営課題の抽出による事業継続力の強化・支援 

・商工会職員による巡回や窓口相談によって得た情報を基に、専門家派遣を活用しながら事業

所が抱える課題を抽出し、課題に対する解決策の提案を行う。 

・課題抽出の手法として、「技術的課題」なのか「適応を要する課題」なのかを「対話と傾聴」

により見極め、適応課題の解決が必要な場合は、経営者自ら問題を理解し、解決策を見出だす

プロセス・コンサルテーション（側面型支援）を活用した経営力再構築伴走支援を実施する。 

 

②地域資源や事業所の強みを活かした商品の販路開拓支援 

・「イタリアーノひらお推進事業」によるオリーブやレモン等の地域資源を活かした新商品開

発を進め、展示会や商談会などへの出展支援を通じて新たな販売先の開拓を行う。新商品の持

つ地域限定の魅力を大都市圏に発信することにより、現状の商圏拡大を実現するとともに各事

業者の売上拡大につなげていく。 

・DX や IT 等に関するセミナーを開催する。「内部的な取組」としての業務デジタル化の推

進や情報セキュリテイ対策等の導入による事業者の業務効率化をはかる。また「外部向けの取

組み」としてホームページを活用した情報発信方法や SNS を活用した広報等の手法を取り入

れ、事業者自らが情報を発信できる体制を構築し、販路開拓・需要開拓につなげていく。 

 

③円滑な事業承継ときめ細やかな創業支援 

・事業承継については、外部の専門家や事業引継ぎセンターを活用し、事業承継診断の結果を

踏まえ、親族内承継のみならず第三者承継・M＆A を含めた事業承継支援を行う。また承継時

の経営者保証解除支援、事業承継・引継ぎ補助金等の金融支援も併せて実施し、地域内におけ

る事業者の持続的経営が維持できるよう支援を実施する。 

・創業支援については、経営指導員を中心とした創業計画書策定支援に加え、日本公庫や中小

機構の金融支援、創業時の平生町起業化支援事業などの補助金等の活用により、創業時の円滑

な事業運営が展開できるよう支援を実施する。 

 

⑤ 事業者が抱える課題に対する商工会職員の経営力再構築伴走支援能力の向上 

・関係団体が主催する研修会やセミナーに参加して支援能力の向上を図ると共に、研修会やセ

ミナーに参加できなかった他の職員間でも定期的なミーティングよる報告会や勉強会の開

催により研修内容を共有することで実際の相談業務や事業者支援に活かしていく。 

・商工会データベースの活用によって支援実績の共有と支援ノウハウの蓄積を図ることで、担当

外の職員でも一定レベル以上の対応ができるようになり、商工会職員全体でこの知見を「形式

知化」しつつ、学習効果を上げることで「適応課題」に対する経営力再構築伴走支援能力の向

上につながる。 
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（４） 事業内容 

① 「ＤＸ推進セミナー開催・ＩＴ専門家派遣」の開催 
ＤＸに関する意識の醸成や基礎知識を習得するため、また実際にＤＸに向けたＩＴツー

ルの導入やＷｅｂサイト構築等の取組を推進していくために、セミナーを開催する。 

【支援対象】・IT 導入をしているが、DX まで至っていない管内事業者。 

      ・今後 DX に向けた IT ツール導入を検討している管内事業者。 

      ・DX への取組みに柔軟な対応が可能な管内事業者 

【募集方法】平生町及び平生町商工会ホームページで幅広く周知。チラシを作成し町役場や
商工会にチラシを配架し、町内支援機関や金融機関にも案内する。また巡回・
窓口始動時にも案内を行う。 

 

【講師】IT の専門家等 

【セミナー（カリキュラム）】 

出来るだけ体験型のものとなるように PC やスマホを実際に使用した演習を取り入れる。 

・ＤＸ総論、ＤＸ関連技術（クラウドサービス、ＡＩ等）や具体的な活用事例 

・クラウド型顧客管理ツールの紹介 

・ＳＮＳを活用した情報発信方法 

・ＥＣサイトの利用方法等 

 

②「事業計画策定セミナー」の開催 
小規模事業者が事業計画を策定する重要性を認識し、計画の立案から改善まで一連のプロ
セスを明確化する。 

【支援対象】経営分析を行った小規模事業者や補助金等の申請を検討している小規模事業者 

【募集方法】商工会ホームページで広く周知。会員にはチラシを作成し巡回・窓口指導時
に案内する。 

【支援手法】事業計画策定セミナーの受講者に対し、経営指導員等が担当制で張り付き、
コーチングの手法を用い、必要とあれば外部専門家も交えて確実に事業計画

の策定につなげていく。 

 

 

 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

【現状】 

事業計画策定支援が補助金申請時や支援金申請時に策定したものであるため、その後の

フォローアップは、断片的となり、純粋に経営改善計画等を実施した１・２者以外は充分

な支援は行えていない 

 

【課題】 

事業計画の進捗確認や状況に応じた追加支援を行ってきたが、計画的なフォローアップ

が実行されていない。また事業計画策定後の売上や利益率の増加等の定量的確認や検証が

できておらず、計画策定の具体的な効果が不透明である。 

 

（２）支援に対する考え方 

経営力再構築伴走支援として、自走化を意識し、経営者自身が「答え」を見いだすこと、

対話と傾聴を通じてよく考えること、現場レベルでは経営者と従業員が当事者意識を持って

一緒に課題解決に取組むなど、計画の進捗状況に応じたフォローアップを行うことで経営者

へ内発的動機づけを行い、潜在力の発揮に繋げ、事業者の自己変革を図る。 
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ともに、計画全体のブラッシュアップの資料としても活用する。 

 

 

 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること  

 

（１）現状と課題 

【現状】 

当会職員（経営指導員１名、補助員１名、記帳専任職員１名）については、山口県主催のセ

ミナーや山口県商工会連合会主催の研修会に積極的に参加し、支援能力の向上に努めている。 

【課題】 

経営指導員以外の職員は入局３年未満のため、経営全般に対する幅広い知識の習得や共通し

て有すべき専門的な能力の養成、多様化する支援ニーズの対応に関して不十分であり、支援ノ

ウハウを組織内で共有する仕組みの構築が急務である。 

 その他にも職員の DX に関する知識の習得にもバラつきがあり小規模事業者への支援能力の

強化を図る必要がある。 

 

（２）事業内容 

①外部講習会等の積極的活用 

【経営支援能力向上セミナー】 

経営全般の幅広い知識習得、共通して有すべき専門的な能力の養成、多様化する支援ニー

ズの対応のため、山口県商工会連合会の実施している「職員基本能力研修」「支援能力強化研

修」「支援機能強化研修」等に加え、中小企業基盤整備機構や中小企業大学校による「小規模

事業者支援研修」を積極的に受講し、職員全体の基本的な支援能力向上を図る。 

 

【ＤＸ推進に向けたセミナー】 

DX 推進に向けて小規模事業者への情報提供や経営指導を行うには、まず支援する側の経

営指導員等の知識習得が必要であるため、山口県に設置された「やまぐち DX 推進拠点（Y

‐BACE）」山口県商工会連合会の「DX コーディネーター」の活用により IT スキルの向上

を図る。また、山口県商工会連合会が開催する DX 関連のセミナーへ職員が積極的に参加す

る。これにより、職員のスキルアップが事業者の「内部的取組み」および「外部的取組み」

に対して適切なアドバイスを行うことが可能となり、事業者の課題解決の一助となる。 

 

②ＯＪＴ制度の導入 

支援経験の豊富な経営指導員と一般職員とがチームを組成し、巡回指導や窓口相談の機会

を活用したＯＪＴを積極的に実施し、「対話と傾聴」（コーチング）の手法を実践する。組織

全体としての経営力再構築伴走支援能力の向上を図る。 
 

③職員間の定期ミーティングの開催 

支援ノウハウを組織内で共有する仕組みの構築のため、外部講習会通じて得た最新の情報

を受講者が講師を務め、ＩＴ等の活用方法や具体的なツール等についての紹介、経営支援の

基礎から話の引出し術に至るまで、定期的なミーティング（月２回、年間２４回）を開催し

意見交換等を行うことで、職員の支援能力の向上を図る。 

 

④経営力再構築伴走支援ノウハウ、知見の蓄積・共有 

【経営力再構築伴走支援プラットフォーム】 

経営力再構築伴走支援に関する知見を全国の支援者で共有し、支援者のスキルアップや経
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営力再構築伴走支援の全国への普及を目的としたオンライン上のプラットフォームが構築さ

れている。全国の支援者が、プラットフォーム上で自身が担当する事業者の支援事例や支援

ノウハウを共有するとともに、類似した状況下の支援事例を参考にすることができる。 

 

【ミラサポコネクト】 

補助金申請した事業者や支援機関による支援情報をデータベースに蓄積する「ミラサポコ

ネクト」により、個別の事業者の各種計画や相談内容等のデータ検索・共有機能を活用する

ことで支援能力の更なる向上につとめる。 

 

⑤データベース化 

各職員が実際に経営支援を行った際には、基幹システムや経営支援システム上のデータ入

力を適時・適切に行い、支援中の小規模事業者の状況等を職員全員が相互共有できるように

することで、担当外の職員でも一定レベル以上の対応ができるようにするとともに、支援ノ

ウハウを蓄積し組織内で共有することで経営力再構築伴走支援能力の向上を図る 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和５年１１月現在） 

 

（１） 実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営

発達支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指

導員の関与体制 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経

営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

     ◆氏 名 : 今村 成利 

          ◆連絡先 : 平生町商工会  TEL 0820-56-2245 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言 

経営発達支援事業の実施、実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の

評価・見直しをする際の必要な情報提供を行う。 

 

（３） 商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

① 商工会／商工会議所 

〒742-1102 山口県熊毛郡平生町大字平生村１７８番地 

       平生町商工会 

       TEL : 0820-56-2245   FAX : 0820-56-3051 

              E-mail : hiraochou@yamaguchi-shokokai.or.jp 

 

② 関係市町村 

〒742-1101 山口県熊毛郡平生町大字平生町２１０番地の１ 

       平生町役場 産業課 

       TEL : 0820-56-7117   FAX : 0820-56-7123 

              E-mail : shoko@town.hirao.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

平生町商工会 

 

法定経営指導員   １名 

補助員       １名 

記帳専任職員    １名 

平生町役場 

産業課 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 

必要な資金の額 １，０００ １，０００ １，０００ １，０００ １，０００ 

 

 

３.地域経済動向調査 

 

４.需要動向調査 

 

５.経営分析 

 

６.事業計画策定 

 

７.事業計画策定後支援 

 

８.販路開拓 

 

９.事業評価見直し 

 

10.経営指導員等資質向上 

 

 

０ 

 

１００ 

 

１００ 

 

２００ 

 

１００ 

 

４００ 

 

５０ 

 

５０ 

 

 

 

０ 

 

１００ 

 

１００ 

 

２００ 

 

１００ 

 

４００ 

 

５０ 

 

５０ 

 

 

０ 

 

１００ 

 

１００ 

 

２００ 

 

１００ 

 

４００ 

 

５０ 

 

５０ 

 

 

０ 

 

１００ 

 

１００ 

 

２００ 

 

１００ 

 

４００ 

 

５０ 

 

５０ 

 

 

０ 

 

１００ 

 

１００ 

 

２００ 

 

１００ 

 

４００ 

 

５０ 

 

５０ 

 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

会費収入、手数料収入、補助金等（国・山口県・平生町） 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


